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振替請求の一時停止機能に係るシステム改善等に伴う 

株式等の振替に関する業務規程施行規則の一部改正について 

 
 

１．株式等の振替に関する業務規程施行規則（平成 20年８月 15日通知）                       

（下線部変更） 

新 旧 

（信託財産名義に係る加入者情報に関する取扱い） 

第 178 条 第 18 条から第 28条までの規定は、規程

第 134 条第２項の申請について準用する。 

 

別表３ 

１ 統合Ｗｅｂ端末 

（１） 入力 

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

前日振替請

求 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

４時まで 

(略) 振替日の前営業日

に入力 

（振替日における

訂正・取消（振替未

了となっている請

求のみ対象）に係る

入力は午前７時か

ら午後３時 30 分ま

で） 

（略） （略） （略） （略） 

一時停止申

告・同解除

申告 

午 前 ７ 時

か ら 午 後

３時 30 分

まで 

(略) (略) 

(略) （略） （略） （略） 

② 発行代理人からの入力 

 （略） 

 

（２）出力 

 ①・② （略） 

③ 発行・支払代理人への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

（信託財産名義に係る加入者情報の通知方法） 

第 178 条 規程第 134 条第２項の申請は、所定の書

面により行うものとする。 

 

別表３ 

１ 統合Ｗｅｂ端末 

（１） 入力 

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

前日振替請

求 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

４時まで 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

振替日の前営業日

に入力 

（略） （略） （略） （略） 

一時停止申

告・同解除申

告 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

３時 30 分

まで 

（略） (略) 

(略) （略） （略） （略） 

② 発行代理人からの入力 

（略） 

 

（２）出力 

 ①・② （略） 

③ 発行・支払代理人への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 
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元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 ０ 時

30 分から

午 後 ３ 時

30 まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

④～⑤ （略） 

 ⑥ 資金決済会社への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 ０ 時

30 分から

午 後 ３ 時

30 まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 ⑦ （略） 

 

２ ファイル伝送 

（１）入力  

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

課税情報申

告 デ ー タ

（ＣＢ） 

午 前 ３ 時

か ら 午 前

11 時まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 ②・③ （略） 

（２）出力 

 ① 機構加入者への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 ０ 時

30 分から

午 後 ３ 時

30 まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 ② （略） 

 ③ 発行・支払代理人への出力 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 １ 時

か ら 午 後

３時 30 ま

で 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

④～⑤ （略） 

 ⑥ 資金決済会社への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 １ 時

か ら 午 後

３時 30 ま

で 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 ⑦ （略） 

 

２ ファイル伝送 

（１）入力  

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

前日抹消請

求（ＥＴＦ） 

午 前 ３ 時

か ら 午 後

８時まで 

規程278条 抹消すべき日の前

営業日に入力 

課税情報申

告データ（Ｃ

Ｂ） 

午 前 ３ 時

か ら 午 前

10 時まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 ②・③ （略） 

（２）出力 

 ① 機構加入者への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 １ 時

か ら 午 後

３時 30 ま

で 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

② （略） 

③ 発行・支払代理人への出力 
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データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 ０ 時

30 分から

午 後 ３ 時

30 まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

３ オンラインリアルタイム接続 

（１）入力 

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

一時停止・

同解除申告 

午 前 ７ 時

か ら 午 後

３時 30 分

まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

② 発行代理人からの入力 

   （略） 

 

４ 加入者情報Ｗｅｂ端末 

（１）入力 

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

個別株主報

告データ 

（略） （略） （略） 

配当金振込

指定取次ぎ

データ 

午 前 ８ 時

30 分から

午 後 ５ 時

まで 

ただし、特

定日は、午

前８時 30

分 か ら 午

後 ４ 時 ま

で 

規程第 168

条 第 ４ 項

又は第 11

項（同第６

章 及 び 第

７ 章 に お

い て 読 み

替 え て 準

用 す る 場

合 を 含

む。）、同第

285条の73

第 ４ 項 又

は第 11 項 

－ 

（略） （略） （略） （略） 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

元利金請求

データ（Ｃ

Ｂ） 

午 後 １ 時

か ら 午 後

３時 30 ま

で 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

３ オンラインリアルタイム接続 

（１）入力 

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

一時停止・同

解除申告 

午 前 ９ 時

か ら 午 後

３時 30 分

まで 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

② 発行代理人からの入力 

   （略） 

 

４ 加入者情報Ｗｅｂ端末 

（１）入力 

 ① 機構加入者からの入力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

個別株主報

告データ 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

 

 

（新設） 

（略） （略） （略） （略） 
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② （略） 

 

（２）出力 

① 機構加入者への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

配当金振込

指定取次ぎ

履歴照会 

（略） （略） （略） 

加入者情報

確認依頼通

知データ 

午 前 ８ 時

30 分から

午 後 ５ 時

まで 

ただし、特

定日は、午

前８時 30

分 か ら 午

後 ４ 時 ま

で 

規則第 22

条第１項 

－ 

（略） （略） （略） （略） 

② （略） 

 ② （略） 

 

（２）出力 

① 機構加入者への出力 

データの種

別 

データ授

受の時間 

規程又は

規則 

備考 

（略） （略） （略） （略） 

配当金振込

指定取次ぎ

履歴照会 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

（新設） （新設） （新設） 

（略） （略） （略） （略） 

② （略） 

 

２．附則  

この改正規定は、平成 23年９月 20日から施行する。ただし、第 178 条及び別表３の４加入者情報Ｗ

ｅｂ端末の項に係る改正規定については、平成 23年 10 月 11 日から施行する。 

以 上 


